
 

 

様式第六 

 

変更認定事業再構築計画の内容の公表 

 

１．認定した年月日  平成２０年１２月２４日 

 

２．変更認定事業者名 函館どつく株式会社 

 

３．変更後の認定事業再構築計画の目標 

(2) 生産性の向上を示す数値目標 

変更前  変更後  

 生産性の向上としては、平成 22 年度に
は平成 18 年度に比べて、従業員一人当た
り付加価値額を 38.2％改善することとす
る。 

 生産性の向上としては、平成 22 年度に
は平成 18 年度に比べて、従業員一人当た
り付加価値額を 44.6％改善することとす
る。 

 

４．変更後の認定事業再構築計画の内容 

(1) 事業再構築に係る事業の内容 

③ 事業再構築に係る事業の内容 

（事業の構造の変更：合併、債権放棄及び増資） 

変更前  変更後  

（前略） 
 
 
 
 
 
【債権放棄のスケジュール】 
（略） 
【増資のスケジュール】 
（略） 
【合併のスケジュール】 
 
（略） 
 

（前略） 
加えて、平成 20 年 3 月に㈱楢崎造船

の株式を 100％取得し、平成 21 年 1 月

に同社を合併することにより、同社経

営資源を活用した事業運営を図る。 

 

【債権放棄のスケジュール】 
（略） 
【増資のスケジュール】 
（略） 
【函館どつく㈱と㈱北宝商事の合併のス
ケジュール】 
（略） 
【函館どつく㈱と楢崎造船㈱の合併のス
ケジュール】 
合併前の函館どつく㈱の資本金：17.46
億円 
合併後の函館どつく㈱の資本金：17.46
億円 
合併の効力発生日：平成 21 年 1 月 1 日（予
定） 

 

（事業革新） 

変更前  変更後  

（前略） 
この結果、船台の稼動効率を高めるこ

とにより、新造船 1 隻あたりの材料費を
除く製造原価を 10.3％低減することを目
標とする。 

（前略） 
この結果、船台の稼動効率を高めるこ

とにより、ばら積貨物船 1 隻あたりの材
料費を除く製造原価を 10.2％低減するこ
とを目標とする。 



 

 

（略） 
設備投資は平成 20 年度から平成 22 年度
にかけて実施され、平成 23 年度より操業
予定である。これにより平成 23 年度にお
ける新たに受注する大型民間工事売上の
全体売上に占める比率を 3.1％以上とす
ることを目標とする。 

（略） 
設備投資は平成 20 年度から平成 22 年度
にかけて実施され、平成 22 年度後半より
操業予定である。これにより平成 22 年度
における新たに受注する大型民間工事売
上の全体売上に占める比率を 1.2％以上
とすることを目標とする。 

 

(2) 事業再構築を行う場所の住所 

変更前  変更後  

（略） 
 
 

（略） 
 
（楢崎造船株式会社） 
北海道室蘭市築地町 135 番地 
本社 

 

(4) 関係事業者 

変更前  変更後  

なし 楢崎造船株式会社 

 

(5) 事業再構築に伴う労務に関する事項 

① 事業再構築の開始時期の従業員数（平成２０年１月末時点） 

変更前  変更後  

函館どつく㈱：581 名 
北宝商事㈱ ：8 名 

 

函館どつく㈱：581 名 
北宝商事㈱ ：8 名 
楢崎造船㈱ ：35 名 

 

② 事業再構築の終了時期の従業員数（平成２３年２月末時点） 

変更前  変更後  

621 名（合併後） 671 名（合併後） 

 

③ 事業再構築に充てる予定の従業員数 

変更前  変更後  

431 名（新造船事業部、修繕船事業部） 500 名（新造船事業部、修繕船事業部）

 

④ ③中、新規に採用される従業員数 

変更前  変更後  

74 名 95 名 

 

⑤ 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数 

変更前  変更後  

出向予定人員数 0 名 
転籍予定人員数 0 名（合併に伴う転籍

は 8 名） 
希望退職の募集予定人員数 0 名 
解雇予定人員数 なし 

出向予定人員数 0 名 
転籍予定人員数 0 名（合併に伴う転籍

は 43 名） 
希望退職の募集予定人員数 0 名 
解雇予定人員数 なし 

 



 

 

別表 

 

事業再構築の措置の内容 

 

【変更前】 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

事業の構造の変更   

資本の相当程度の増加に

よる中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

（略） （略）  

合併による中核的事業の

開始、拡大又は能率の向

上 

（略） 

 

（略） 

事業革新   
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（前略） 

これにより、平成 22 年度の材料費を除く製造原

価を平成 18 年度比で 10.3%低減させることを目標

とする。 

（略） 

これにより、新たに受注する大型民間工事売上高

の全事業に係る売上高に占める割合を 3.1%以上と

することを目標とする。 

（略） 

 

【変更後】 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

事業の構造の変更   

資本の相当程度の増加に

よる中核的事業の開始、

拡大又は能率の向上 

（略） （略） 

合併による中核的事業の

開始、拡大又は能率の向

上 

（略） 

 

（略） 

 

合併による中核的事業の

開始、拡大又は能率の向

上 

（合併法人） 

①法人名；函館どつく㈱ 

②住所：北海道函館市弁天町 20 番 3 号 

③代表者名：岡田英雄（＊） 

④資本金：17.46 億円（＊） 

⑤合併比率：合併に伴う株式、その他資産の交付

は実施しない。 

（被合併法人） 

①法人名：楢崎造船㈱ 

②住所：北海道室蘭市築地町 135 番地 

③代表者名：川崎周次 

④資本金：260 百万円 

租税特別措置法第 80条（認

定事業再構築計画等に基

づき行う登記の税率の軽

減） 

事業革新   
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（前略） 

これにより、平成 22 年度の材料費を除く製造原

価を平成 18 年度比で 10.2%低減させることを目標

とする。 

（略） 

これにより、平成 22 年度において、新たに受注

する大型民間工事売上高の全事業に係る売上高に

占める割合を 1.2%以上とすることを目標とする。

（略） 

 

 


